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京都府選挙管理委員会衆議院小選挙区選出議員選挙公報 第４区
小選挙区は、１人の代表者を選びます。（第４区は、京都市右京区、西京区、亀岡市、南丹市、京丹波町の区域です。）

令 和 ６ 年
10月27日執行

この選挙公報は、公職選挙法（昭和 2 5 年法律第 10 0 号）第 16 9 条第３項の規定により、候補者から提出された原稿を原文のまま掲載したものです。（裏面も見てください。）
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［京都府選挙管理委員会ホームページアドレス　https: / /www.pref.kyoto.jp /senkyo/］

※　名簿登録地以外の市区町村や病院・老人ホームなどにおける投票は不在者
　投票となります。

午前８時30分～午後８時 土曜日・日曜日でもできます。
（一部の期日前投票所を除く）

まで期日前投票ができます。

投票日に、仕事や学業のある方や、旅行・レジャーなどで投票所に行けない方は


